９　刷　修正表　　その　１
	頁数
	段
	行　数
	旧
	新
	備　考

	１０
	
	１０行目
	「特定企業への派遣を行なえる場合」の次の行に挿入
	特定企業への派遣を行なえる場合
■専ら派遣に対する規制が検討されている
	挿入

	６６
	下
	１行目～
８行目
	とみなされるためには、・・・・・受け入れることが出来ます。
	とみなされるには、次の派遣受け入れまでに「３か月超える期間」（派遣先指針）が必要とされています。これをクーリング期間と言いますが、受け入れ可能期間が満了して３か月と数日経過後に、再度同じ事業所の同じ業務に、ほぼ同数の派遣労働者を受け入れたような場合は、継続して派遣を受け入れているとみなされる可能性がないとはいえません。
	

	
	
	１０行目
	るような場合も、継続して
	るような場合は、継続して
	

	７９イラスト
	
	３行目
	１年間派遣を受け入れてきた場合の雇用義務
	１年間派遣を受け入れてきた場合（２６業務は３年）の雇用について
	

	
	
	左の噴出し下から３行目
	雇い入れ計画がある場合には優先雇用する（本人の希望の有無は関係なし）。
	雇い入れ計画がある場合には優先して雇用申込をする（本人の希望の有無は関係なし）。
	

	８６
	
	うめくさ
５行目
	（平成２０年２月２８日厚生労働省告示第３６号）が定められました。
	（平成２０年厚生労働省告示第３６号）が定められていますが、平成２０年度中に予定されている労働者派遣法改正で、日雇派遣は２６業務など一部を除き禁止とされる方向にあります。
	

	１７９
	上
下
	後５行目～３行目
	平成２０年４月現在、健康保険（政府管掌）・・・要となります。
	平成２０年１０月現在、協会けんぽ（旧政府管掌健康保険）と厚生年金の保険料の料率は、標準報酬月額のそれぞれ１０００分の８２、１０００分の１５３．５０となっています。標準報酬月額とは労働者に支払われる賃金を段階的に区切ったものです。さらに満４０歳以上６５歳未満の者は介護保険料１０００分の１１．３が必要です。
	

	１８０
	
	
	社会保険料の負担割合イラスト
	別紙　２　参照　0831-ver9-p180illust.doc
	

	１８１
	下
	前１行目
	の範囲で定められています（平成１９年度）
	の範囲で定められています（平成２０年度）
	

	２０１
	上
	後４行目
	法などの各種法律および判例により、厳しく
	法、労働契約法などの各種法律および判例により、厳しく
	

	２０６
	上
	後３行目
	のような目的で一般派遣事業を行なおうとする場合には許可を与えないこととしています。
	のような目的で一般派遣事業を行う「専ら派遣」（もっぱらはけん）は許可されません。
	

	２０８
	上
	１行目から１１行目まで
	■３０％以上が定年定職者なら・・・・・いるとみなされることはありません。
	■専ら派遣に対する規制が検討されている
　特定の企業（グループも含まれます）への労働者派遣を目的とする専ら派遣は許可されませんが、広告や営業活動をしてもほかの派遣先がみつからない場合はともかく、ごく少人数をほかの事業所に派遣している場合でも専ら派遣とはみなされませんでした。これでは規制しても実効性が乏しいので、特定の企業への派遣割合を８割程度に制限することなどが検討されています。
■３０％以上が定年退職者ならＯＫ
	


